
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

歯科衛生士
国家試験

② 32　人 32　人

人
人

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

　　　（令和　　　元年度卒業者に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年5月1日時点の情報）

3 名 3.8 ％
平成31年4月１日時点において、在学者78名（平成31年4月1日入学者を含む）

令和2年3月31日時点において、在学者75名（令和2年3月31日卒業者を含む）

■中途退学の主な理由

進路変更、学業不振

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
ホームページアドレス：http://www.humanitec-re.jp/

■就職率　　　　　　　　　： 100

中途退学
の現状

■中途退学者

■中退防止・中退者支援のための取組

個人面談、保護者面談、カウンセリング等

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有・無
※有の場合、制度内容を記入

入学時の単位認定に関して学費減免を実施。

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象・非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載
　　　　　　3人対象

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　有・無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

■中退率

■就職指導内容
就職相談、面接指導、就職説明会など

■卒業者数 32
■就職希望者数 32

■主な就職先、業界等（令和元年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
歯科医院、総合病院等 （令和元年度卒業者に関する令和2年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当する
か記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄
特になし

： 100
■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　0人

■就職者数 32 人

長期休み

■学年始：4月2日
■夏　 季：8月4日～9月7日
■冬　 季：12月22日～1月6日
■春　 季：3月9日～3月31日
■学年末：3月31日

卒業・進級
条件

進級判定会議または卒業判定会議の結果、定めた全ての科目を取得し
た学生は当該学年を終了し、進級または卒業することができる。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 スポーツフェスティバル

面談、ホームルーム等を実施

■サークル活動： 有

学期制度

■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
100～80点を「A」、79点～70点を「B」、69点～60点を「C」、59点以下を
「D」として不合格とする。「C」以上を持って合格とする。

120　人 78 人 0 人 5　人 63　人 68　人

0時間 0時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2,828時間
(令和元年度　1年)

273時間 1,572時間

2,790時間
(令和元年度　2年・3年)

238時間 1,572時間 0時間 0時間

980時間

980時間
3 昼間

単位時間

認定年月日 平成31年3月5日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

医療 医療専門課程 歯科衛生学科
平成6年文部省

告示第84号
-

学科の目的
本校は、学校教育法第124条及び第125条第3項、126条第2項並びに、理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法律第137号）、歯科衛生士法（昭和23年法律第204
号）、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）に基づき、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、介護福祉士に必要な知識・技術を習得させ、豊かな人間
性と教養を培うと共に社会に貢献し得る人材を育成することを目的とする。

059-353-4311

分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人みえ大橋学園 昭和27年9月19日 理事長　大橋正行
（電話）

〒510-0067
三重県四日市市浜田町13-29

専門学校
ユマニテク医療福祉大学校

平成11年4月1日 和田欣子
〒510-0854
三重県県四日市市塩浜本町2-34並びに三重県四日市市塩浜本町2-36

（電話） 059-349-6033

（別紙様式４）

平成２年８月３１日※１
（前回公表年月日：平成31年４月１日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地



（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別

②

③

①

（年間の開催数及び開催時期）
（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回開催、開催時期（7月、3月）

本年度の1年生より新カリキュラムを導入したが、委員よりカリキュラムの単位について学生の負担を考えて、指定単位数よりあまり多くならないよ
うにとの発言があり、今後更に精査していくこととなった。但し、摂食嚥下関係については必要とされているので模型実習など含め教育の強化をす
るべきとの意見があった。
臨床実習に関してパワハラについて、施設側へ理解を求める必要があるとの要望があった。臨床実習会議で指導教員へ事例を含め周知した。
教員研修・学会発表について、現状に満足せず資質向上させるための重要性をご指摘いただいた。

（開催日時（実績））
第1回　令和元年7月25日　10：45～12：00

第2回　令和2年3月5日　新型コロナ感染症予防のため書面にて報告・質疑応答

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

丹羽　友美 特定非営利活動法人　三重県歯科衛生士会
平成31年4月1日～
令和2年3月31日（1年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

歯科医療が予防歯科中心となってきている現状を踏まえ、歯科衛生士として習得しなければならない専門的知識・技術は膨大となってきている。
しかしながら修業年限にて習得できる知識・技術には限界があり、業界の求める問題解決能力を修得するためには、現場での経験を通して問題
解決方法を考える力が必要である。教育課程の編成に際し、企業等と連携することにより、学内で学ぶ机上学習及び学内実習と、現場の求める
能力（専門性）に乖離が生じないよう、常に時代に即した内容となるよう協議できる場であること。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

学校長の指揮の下、教育課程編成委員会を置く。学則では、第9条に「教育課程」について、学校長が必要と認めた場合は授業科目及び単位数
を追加できるとあり、その方針に則り、当委員会を開催し、教育課程の編成や授業内容・授業方法についての検討を行う。教育課程編成委員会で
出た結果をもとに、学科運営会議にて教育課程について検討を行う。
授業科目や単位数の変更などの場合は、①学校運営会議で承認　②法人の理事会に提出、承認　③変更申請を行い、変更許可後、実施。申請
等の必要のないものは①来年度事業計画にて法人に提出　②承認後実施となる。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

早川　豊治 医療法人社団　早川歯科医院　院長
平成31年4月1日～
令和2年3月31日（1年）

　　　令和2年3月31日現在

名　前 所　　　属 任期

服部　正巳 名古屋ユマニテク歯科衛生専門学校　学校長
平成31年4月1日～
令和2年3月31日（1年）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員



歯科医院・病院歯科等の臨床の現場で歯科衛生士の役割・業務を確
認し、チーム医療の必要性を学ぶ。

山根歯科医院、きじまデンタルクリニック、
しばた歯科、辻歯科医院、大木歯科医
院、中嶋歯科医院、七栗記念病院等17施
設

臨地・臨床実習Ⅱ
歯科医療現場では指導教員の指導の下に歯科衛生士業務を経験し、
高齢者福祉施設や幼稚園等ではライフステージを考慮した保健活動
ができるようにする。

にいみ歯科医院、今村歯科クリニック、カ
タオカビル小児歯科、三重大学病院、四
日市歯科医療センター、特別老人ホーム
アリビオ等22施設

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等
（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

実習では、指導教員の指導の下、見学から始め徐々に歯科診療の補助業務、歯科衛生士業務へとシフトしながら、現場実践の経験を積む。学生
は毎日レポートにて学習した事をまとめ、指導教員に提出し評価をもらう。実習期間中は、担任が実習施設巡回指導を行い、指導教員から学生の
学習状況を聞き取り形成的評価を行い、実習終了後に、指導教員は学校指定評価表に基づき、基本的態度や知識、技術などを評価し学校へ提
出する。それを基に学校はレポート点を加味し総合評価とし、学生へ指導教員のコメントを添えてフィードバックする。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

①本学科の臨地・臨床実習施設として認可されている施設にて行う。
②本学科が作成した実習指導マニュアルを基準に学生指導を行う。
③実習期間中に本学科の専任教員が巡回指導を必要に応じ行い、指導教員との連携を図る。
④実務者会議を1年に1回以上実施し、課題・指導方法・緊急時の対応等共有する。
⑤守秘義務を厳守する。

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

臨地・臨床実習Ⅰ



a）研修名「教員研修会」（連携企業等：三重大学教養教育院）
　期間：令和2年8月6日　　　　　対象：学内教員　教員5名参加
　内容：オンライン授業の成果をどう活用するか

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記
　みえ大橋学園「研修等に係る諸規定」に基づき、教育目標を達成するに必要な指導力と専門技術をもつ教員を育成するために、指導力研修及び専門技術研修
を年次計画の中で実施していく。
　指導力研修については、教員が授業及び学生に対する指導力等の向上ができるよう校内研修の計画と校外研修への積極的参加を促している。
　専門技術研修については、専門に応じて校外で行われている各団体の研修等へ積極的に参加できるよう取り組んでいる。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

a)研修名「東海地区歯科衛生士教区協議会研修会ⅠⅡ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
  期間：令和元年6月20日　　　　対象：歯科衛生士　教員5名参加
  内容：Ⅰ医科歯科連携医　Ⅱ「医療格差」
ｂ）研修名「全国歯科衛生士教育協議会講習会Ⅱ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
　期間：令和元年8月5日（月）～9日（金）　　　対象：歯科衛生士　教員1名参加
　内容：教育原理・教育心理・学習法・学習評価・学生指導・支援法
ｃ）研修名「全国歯科衛生士教育協議会講習会Ⅳ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
　期間：令和元年8月19日（月）～23日（金）　　　対象：歯科衛生士　教員1名参加
　内容：口腔衛生学・歯科衛生学・研究指導法・食育支援・医療情報・口腔機能・リハビリテーション

②指導力の修得・向上のための研修等

a)研修名「キャリア教育フォーラム」（連携企業等：ユマニテク短期大学）
  期間：令和元年8月29日　　　　対象：教育者　教員2名参加
  内容：「何のための教師か」
ｂ）研修名「教員研修Ⅰ」（連携企業等：三重大学教養教育院）
　期間：令和元年8月5日　　　　　対象：学内教員　教員5名参加
　内容：書く力をいかに育てるか・質問力を高めるために
ｃ）研修名「教員研修Ⅱ」（連携企業等：三重大学教育学部）
　期間：令和2年3月9日　　　　　　対象：学内教員　教員5名参加
　内容：認知行動療法について

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

a)研修名「東海地区歯科衛生士教区協議会研修会ⅠⅡ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
  期間：令和2年6月28日　　　　対象：歯科衛生士　教員5名参加
  内容：未定
ｂ）研修名「全国歯科衛生士教育協議会講習会Ⅰ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
　期間：令和2年8月3日（月）～7日（金）　　　対象：歯科衛生士　教員1名参加
　内容：教育原理・教育心理・学習法・学習評価・学生指導・支援法
ｃ）研修名「全国歯科衛生士教育協議会講習会Ⅲ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
　期間：令和2年8月17日（月）～21日（金）　　　対象：歯科衛生士　教員1名参加
　内容：口腔衛生学・歯科衛生学・研究指導法・食育支援・医療情報・口腔機能・リハビリテーション

②指導力の修得・向上のための研修等



種別

有識者

企業等役員

企業等役員

校長

卒業生

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

教育目標と学校運営の方針等を明らかにし、それに照らして日々の活動の適切性について学校評価・自己評価を行う。公表された学校評価・自
己点検について、業界関係者及び学校運営責任者等による学校関係者評価を行う。また、公表したことで得た意見を十分に活かしつつ学校改善
を行い、それを自己点検・自己評価する。

（１）学校関係者評価の基本方針

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　令和2年3月31日現在

（９）法令等の遵守 （９）法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 （１０）社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流

（６）教育環境
（７）学生の受入れ募集 （７）学生の受入れ募集集
（８）財務 （８）財務

（３）教育活動 （３）教育活動

医療法人社団　早川歯科医院　院長
平成31年4月1日～
令和2年3月31日（1年）

丹羽　友美 特定非営利活動法人　三重県歯科衛生士会
平成31年4月1日～
令和2年3月31日（1年）

URL：http://www.humanitec-re.jp/
公表時期：令和2年9月1日

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

重点項目の一つである退学者の減少に関しては、近年達成に近い数値で良い傾向だが、地域の需要と入学者数のバランスが取れていない。入
学者の増加への協力を歯科衛生士会も協力いただけるとのことなので、協議しながら有資格者の輩出の増加を協議していきたい。

名　前 所　　　属 任期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

服部　正巳 名古屋ユマニテク歯科衛生専門学校　学校長
平成31年4月1日～
令和2年3月31日（1年）

山田　順子 同窓会「若葉の会」会長

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

平成31年4月1日～
令和2年3月31日（1年）

早川　豊治

（４）学修成果 （４）学修成果
（５）学生支援 （５）学生支援
（６）教育環境

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 （１）教育理念・目標
（２）学校運営 （２）学校運営

藤田　泰樹 大橋学園高等学校　校長
平成31年4月1日～
令和2年3月31日（1年）



（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
（３）情報提供方法
※（１０）及び（１１）については任意記載。

（１１）その他

（８）学校の財務 （８）学校案内　本校について　情報の公開　財務
（９）学校評価 （９）学校案内　本校について　情報の公開　学校関係者評価報告書
（１０）国際連携の状況

（５）様々な教育活動・教育環境 （５）学校案内　キャンパスライフ　スケジュール・イベント　施設紹介
（６）学生の生活支援 （６）学校案内　キャンパスライフ　学生寮
（７）学生納付金・修学支援 （７）学校案内　デジタルパンフレット

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（３）教職員 （３）学校案内　本校について　情報の公開　職業実践専門課程
（４）キャリア教育・実践的職業教育 （４）学校案内　本校について　情報の公開　キャリア教育・実践的職業教育

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

「地域に貢献し、信頼される学校」となりうるために情報を公開する。専門学校における情報提供等への取り組みに関するガイドラインに則り、学
校情報を企業等の外部の方々へ提供することで、本校に対する理解を深める。また、情報を可能な限り可視化することで学校に関する意見等を
出しやすくし、さらなる企業等の連携を強化したい。入学希望者・保護者及び高校教員へ必要な情報を提供し、学校選びの参考としていただく。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 （１）学校案内　本校について　教育理念と3つのポリシー　学びの特色
（２）各学科等の教育 （２）学科紹介

URL:http://www.humanitec-re.jp/
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〇 生物学
歯科衛生士として、必要な「生物」に関す
る知識を学ぶ。

1
前

30 2 〇 〇 〇

〇 基礎統計学
学術論文や学会発表などで目にする統計的
手法について、目的や、結果を理解できる
ようになる。

1
後

30 2 〇 〇 〇

〇 心理学
心理学の中でも核となる基礎的な分野につ
いて、その主要な内容を学ぶ。

2
前

30 2 〇 〇 〇

〇 精神保健学

心の健康を理解し、ライフサイクルの中で
人間の理解を深めると共に自らが健康を損
なわないように管理できる力がもてるよう
にする。

1
前

30 2 〇 〇 〇

〇
コミュニ
ケーション
学

人間として、社会人として、また医療従事
者として欠けてはならない基本的マナーを
身につける。

1
後

16 1 〇 〇 〇

〇 英会話
語学力に大切な要素『Listening』
『Speaking』『Reading』『Writing』を繰
り返し学習する。

1
後

30 2 〇 〇 〇

〇
実践歯科英
語

診療所における電話応対、挨拶、問診等基
礎的な英会話が出来るようにする。

3
前

20 1 〇 〇 〇

〇 解剖学
自分の体を知りその働きを理解しながら、
医療人として解剖学を学び理解する。

1
前

32 2 〇 〇 〇

〇 生理学
健常人の生活活動即ち、生命現象がどのよ
うに営まれているのか、人体機能を探求す
る。

1
後

16 1 〇 〇 〇

〇 生化学

重要な栄養及び食事指導を行うために、そ
の基礎となる生命活動の概要を学ぶ。　ま
た、口腔に関する事柄を生化学的な面から
学ぶ。

1
後

24 1 〇 〇 〇

〇 口腔解剖
解剖の中でも、歯科衛生士として最も関係
の深い分野である口腔関連の骨・神経・動
脈・静脈を理解する。

1
後

24 1 〇 〇 〇

〇
組織・発生
学

生体を構成する微細構造について、また人
間が１個の細胞からどのようにして作られ
るのかを学ぶ。

1
前

16 1 〇 〇 〇

授業科目等の概要

（医療専門課程　歯科衛生学科）令和元年度　1年生
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



〇 歯牙解剖
ヒトの歯の形態と咬合関係を学ぶ。歯の
形、構造を正しく学ぶことによって、初め
て歯の働きを理解することが出来る。

1
前

16 1 〇 〇 〇

〇 歯型彫刻
歯牙解剖学で学んだ知識を基礎として、歯
牙の形態や名称をデッサンや彫刻によって
平面的あるいは、立体的に形どっていく。

1
前

20 1
△
4

〇
16

〇 〇

〇 口腔生理学
口腔関連の健常人の機能と、異常(病気)な
機能を学ぶ。

1
後

16 1 〇 〇 〇

〇 病理学
病気の原因、成り立ち、経過、結果などを
解明し、病変の本態を究明する学問であ
り、病気の予防や治療を理解する。

1
通

32 2 〇 〇 〇

〇 微生物学
口腔疾患の病原菌の性状や発症のメカニズ
ム、またHBV.HCV.HIVなどの知識を学ぶ。

2
前

32 2 〇 〇 〇

〇 薬理学
生体に対する薬物の作用その関わりあいを
研究する学問であり、特に歯科治療内容と
それに関連する薬物の関係を学ぶ。

1
後

32 2 〇 〇 〇

〇
口腔衛生学
Ⅰ

歯･口腔疾患を予防し、歯と口腔を中心とし
た健康の保持増進を臨床という面と公衆衛
生という面から取扱う科学と技術を学ぶ。

1
前

40 2 〇 〇 〇

〇
口腔衛生学
Ⅱ

歯科における公衆衛生活動の実際について
の知識及び技能を習得する。

1
後

24 1 〇 〇 〇

〇
歯科衛生統
計

歯科衛生統計を日常臨床や公衆歯科衛生の
場で、実際に応用できる力を身につける。

1
後

24 1 〇 〇 〇

〇
衛生学・公
衆衛生学

衛生学・公衆衛生学の意味や意義について
学び、健康の概念や予防の考え方について
の認識を深める。

3
前

32 2 〇 〇 〇

〇
衛生行政・
社会福祉

憲法25条の概念や諸制度について十分理解
し、業務遂行上必要な知識と能力を確保さ
せる。

3
前

32 2 〇 〇 〇

〇
歯科衛生士
概論

歯科衛生士法・業務・倫理・活動・歴史・
歯科衛生プロセス等について学ぶ。

1
前

30 2 〇 〇 〇

〇
医療支援歯
科衛生論

全人的なケアを実現するために全身の構造
や機能、主要な疾病など基礎的な医学的知
識について理解するとともに倫理的思考が
できるようにする。

2
前

30 2 〇 〇 〇

〇
歯科臨床概
論

歯科衛生士の仕事の場である歯科臨床につ
いて、システムや診療の流れを理解し、衛
生士の役割を学習する。

1
後

16 1 〇 〇 〇

〇 保存修復
歯科疾患の中で硬組織疾患の抑制・修復の
部分を学ぶ。

2
前

20 1 〇 〇 〇



〇 歯内療法
歯の硬組織疾患から継続して起こる歯髄お
よび根尖性歯周疾患を対象として、その変
化と治療法並びに予防法について学ぶ。

2
前

24 1 〇 〇 〇

〇 歯周療法

歯科衛生士業務の中で高い頻度をしめる口
腔衛生指導、スケーリング、ルートプレー
ニング等を歯周療法を学ぶことによって理
解を深める。

1
後

32 2 〇 〇 〇

〇 歯科補綴学
補綴物の修復とその特徴、そして歯科補綴
治療全体の流れと技工操作との関連を十分
理解する。

2
前

32 2 〇 〇 〇

〇 歯科矯正学
歯科矯正学の歯科における特殊性を把握す
るとともに、実際の臨床における治療の流
れや使用する器具器材の理解を深める。

2
前

30 2 〇 〇 〇

〇 口腔外科
基本となる滅菌・消毒及び感染予防の知識
をふまえ、口腔外科診療の介助について学
ぶ。

2
前

20 1 〇 〇 〇

〇 小児歯科学
小児独特の対応法や治療法,予防処置などを
理解し、小児を取り巻く保護者,家庭,社会
との関わりなど幅広い知識を学ぶ。

2
前

40 2 〇 〇 〇

〇 障害者歯科
障がいについて知識を習得し、その対応法
や取り巻く保護者,家庭,社会との関わりな
どを学ぶ。

2
前

16 1 〇 〇 〇

〇
高齢者歯科
学（摂食・
嚥下含)

高齢者歯科の特徴，口腔ケア，摂食・嚥下
リハビリテーションなどについて，実技も
交え解説を行う．

2
前

20 1
△
8

〇
12

〇 〇

〇
齲蝕予防処
置Ⅰ

齲蝕は細菌感染症であり、そのプロセスを
理解しリスクの診査を行い必要な予防法の
基礎を学習する。

1
通

40 1 〇 〇 〇

〇
齲蝕予防処
置Ⅱ

臨床実習に向けて、齲蝕予防に関する知識
と技術の確認を行い、患者対応能力も身に
つける。

2
前

40 1 〇 〇 〇

〇
齲蝕予防処
置Ⅲ

患者の様々な変化に応じた状況判断のもと
に、齲蝕予防の観点から継続的な指導がで
きるように能力・資質を習得する。

3
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯周疾患予
防Ⅰ

歯周組織やその原因であるプラークや修飾
因子である歯石などを理解し、その除去法
を習得する。

1
通

## 3 〇 〇 〇

〇
歯周疾患予
防Ⅱ

歯周病に罹患した歯肉を対象にその治療法
を理解したうえで、進行抑制に寄与できる
能力を身につける。

2
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯周疾患予
防Ⅲ

回復しても完治が難しい歯周組織について
メインテナンスを行い、管理していく事に
対して必要な知識と技術を身につける。

3
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯科保健指
導基礎

歯ブラシや補助清掃用具、歯磨剤等につい
ての基礎的知識を学習し口腔清掃の意義を
見出す。

1
前

30 1
〇
15

△
15

〇 〇



〇
歯科保健指
導法Ⅰ

人々の健康を保持増進するためには対象者
のライフステージに適した保健指導をする
ことが大切であり、そのための知識と技術
を習得する。

1
後

40 1 〇 〇 〇

〇
歯科保健指
導法Ⅱ

実際の個人指導・集団指導を想定し演習を
行い、振り返りにより後期の臨床実習に繋
げる。

2
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯科保健指
導法Ⅲ

「歯科衛生過程」の基礎を理解し、実践事
例に対応できる実践力と継続的な指導の習
得を目的とする。

3
通

40 1 〇 〇 〇

〇 栄養学
歯科診療補助の一環として食生活の改善を
必要とする対象者に対し、わかりやすく指
導ができるように指導方法を学ぶ。

2
後

40 2 〇 〇 〇

〇 衛生教育
各現場における口腔保健教育活動実習とし
てそれぞれの場に適した内容で立案し、実
際に衛生教育を行う。

2
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯科診療補
助実習Ⅰ

歯科診療補助業務を理解し、歯科材料、器
械について知識・技術の基礎を習得し、患
者の立場にたった行動をとることができる
能力を身につける。

1
通

## 3 〇 〇 〇

〇
歯科診療補
助実習Ⅱ

歯科材料、器械について知識、技術の基礎
を習得した上で、実践で応用できるよう、
チーム医療の一員としての行動をとること
ができる能力を身につける。

2
前

40 1 〇 〇 〇

〇
歯科診療補
助実習Ⅲ

特に配慮が必要な高齢者・障害児者に対す
る歯科診療の補助時の知識（臨床検査に関
する知識含む）・技術を習得する

3
通

30 1 〇 〇 〇

〇 歯科材料
歯科材料の基礎的知識を習得することによ
り、安全で適切な取り扱いが出来るように
する。

1
前

20 1 〇 〇 〇

〇
歯科放射線
学

放射線の基礎的知識から、撮影補助業務、
患者ならびに医療従事者の放射線防護の実
際について、臨床に則した幅広い知識を習
得することを目的に行う。

2
前

16 1 〇 〇 〇

〇 臨床検査
臨床検査の基礎知識の習得と、臨床検査セ
ンターへの検査依頼方法や検査上の注意事
項などについても学ぶ。

3
前

24 1
〇
16

△
8

〇 〇

〇
歯科麻酔
（救急蘇生
含）

麻酔の基本的知識は不可欠なものであり、
それに関わるバイタルサイン・救急蘇生の
知識も同時に学ぶ。

2
後

20 1
△
8

〇
12

〇 〇

〇 介護実習
専門職として正しい介護技術を身につける
ことを身体と頭を使って学内演習します。

2
前

24 1
△
8

〇
16

〇 〇

〇
臨地・臨床
実習Ⅰ

歯科医院・病院歯科等の臨床の現場で歯科
衛生士の役割・業務を確認し、チーム医療
の必要性を学ぶ。

2
後

## 10 〇 〇 〇 〇

〇
臨地・臨床
実習Ⅱ

歯科医療現場では指導教員の指導の下に歯
科衛生士業務を経験し、高齢者福祉施設や
幼稚園等ではライフステージを考慮した保
健活動ができるようにする。

3
通

## 10 〇 〇 〇 〇



〇
東洋医学概
論

東洋医学について理解し、それに基づいた
考えを口腔・歯科領域に応用することが出
来る。

3
後

16 1 〇 〇 〇

〇 情報処理
「パソコン検定3級」を中心に、社内職務を
遂行する上で必要な幅広い基本的な知識と
スキルを身につける。

1
前

32 1 〇 〇 〇

〇 総合演習
歯科衛生士として必要な基礎から歯科衛生
プロセスまでトータルで学習し、国家試験
に対応する知識を身につける。

3
通

60 2
〇
30

△
30

〇 〇

〇 卒業研究

個々の患者に応じた科学的根拠に基づいた
医療を選択するため、研究の手法を学び、
データ収集と分析を通して、論理的思考を
身に付ける。

3
通

60 2 〇 〇 〇

　60　科目合計 2,826単位時間(     104 単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

卒業要件：
卒業認定は全ての授業科目及び実習の単位を修得した学生について、各学科の学
科教務会議、学校運営会議を経て、学校長が決定する。卒業認定には、出席すべ
き日数の3分の2以上の出席日数を必要とする。

履修方法：
教育課程に定める授業科目履修の認定は試験、学習状況及び学習報告、出席状況
等の評価によって行う。ただし実習については実習評価によって認定する。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

（留意事項）



必
　
　
修

選
択
必
修

自
由
選
択

講
　
　
義

演
　
　
習

実
験
・
実
習
・
実
技

校
　
　
内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

〇 生物学
歯科衛生士として、必要な「生物」に関す
る知識を学ぶ。

1
前

30 2 〇 〇 〇

〇 基礎統計学
学術論文や学会発表などで目にする統計的
手法について、目的や、結果を理解できる
ようになる。

1
後

30 2 〇 〇 〇

〇 心理学
心理学の中でも核となる基礎的な分野につ
いて、その主要な内容を学ぶ。

2
前

30 2 〇 〇 〇

〇 精神保健学

心の健康を理解し、ライフサイクルの中で
人間の理解を深めると共に自らが健康を損
なわないように管理できる力がもてるよう
にする。

1
前

30 2 〇 〇 〇

〇
コミュニ
ケーション
学

人間として、社会人として、また医療従事
者として欠けてはならない基本的マナーを
身につける。

1
後

16 1 〇 〇 〇

〇 英会話
語学力に大切な要素『Listening』
『Speaking』『Reading』『Writing』を繰
り返し学習する。

1
後

30 2 〇 〇 〇

〇
実践歯科英
語

診療所における電話応対、挨拶、問診等基
礎的な英会話が出来るようにする。

3
前

20 1 〇 〇 〇

〇 解剖学
自分の体を知りその働きを理解しながら、
医療人として解剖学を学び理解する。

1
前

32 2 〇 〇 〇

〇 生理学
健常人の生活活動即ち、生命現象がどのよ
うに営まれているのか、人体機能を探求す
る。

1
後

16 1 〇 〇 〇

〇 生化学

重要な栄養及び食事指導を行うために、そ
の基礎となる生命活動の概要を学ぶ。　ま
た、口腔に関する事柄を生化学的な面から
学ぶ。

1
後

24 1 〇 〇 〇

〇 口腔解剖
解剖の中でも、歯科衛生士として最も関係
の深い分野である口腔関連の骨・神経・動
脈・静脈を理解する。

1
後

24 1 〇 〇 〇

〇
組織・発生
学

生体を構成する微細構造について、また人
間が１個の細胞からどのようにして作られ
るのかを学ぶ。

1
前

16 1 〇 〇 〇

授業科目等の概要

（医療専門課程　歯科衛生学科）令和元年度　2年生　3年生
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



〇 歯牙解剖
ヒトの歯の形態と咬合関係を学ぶ。歯の
形、構造を正しく学ぶことによって、初め
て歯の働きを理解することが出来る。

1
前

16 1 〇 〇 〇

〇 歯型彫刻
歯牙解剖学で学んだ知識を基礎として、歯
牙の形態や名称をデッサンや彫刻によって
平面的あるいは、立体的に形どっていく。

1
前

20 1
△
4

〇
16

〇 〇

〇 口腔生理学
口腔関連の健常人の機能と、異常(病気)な
機能を学ぶ。

1
後

16 1 〇 〇 〇

〇 病理学
病気の原因、成り立ち、経過、結果などを
解明し、病変の本態を究明する学問であ
り、病気の予防や治療を理解する。

1
通

32 2 〇 〇 〇

〇 微生物学
口腔疾患の病原菌の性状や発症のメカニズ
ム、またHBV.HCV.HIVなどの知識を学ぶ。

2
前

32 2 〇 〇 〇

〇 薬理学
生体に対する薬物の作用その関わりあいを
研究する学問であり、特に歯科治療内容と
それに関連する薬物の関係を学ぶ。

1
後

32 2 〇 〇 〇

〇
口腔衛生学
Ⅰ

歯･口腔疾患を予防し、歯と口腔を中心とし
た健康の保持増進を臨床という面と公衆衛
生という面から取扱う科学と技術を学ぶ。

1
前

40 2 〇 〇 〇

〇
口腔衛生学
Ⅱ

歯科における公衆衛生活動の実際について
の知識及び技能を習得する。

1
後

24 1 〇 〇 〇

〇
歯科衛生統
計

歯科衛生統計を日常臨床や公衆歯科衛生の
場で、実際に応用できる力を身につける。

1
後

24 1 〇 〇 〇

〇
衛生学・公
衆衛生学

衛生学・公衆衛生学の意味や意義について
学び、健康の概念や予防の考え方について
の認識を深める。

3
前

32 2 〇 〇 〇

〇
衛生行政・
社会福祉

憲法25条の概念や諸制度について十分理解
し、業務遂行上必要な知識と能力を確保さ
せる。

3
前

32 2 〇 〇 〇

〇
歯科衛生士概
論

歯科衛生士法・業務・倫理・活動・歴史・
歯科衛生プロセス等について学ぶ。

1
前

30 2 〇 〇 〇

〇
歯科臨床概
論

歯科衛生士の仕事の場である歯科臨床につ
いて、システムや診療の流れを理解し、衛
生士の役割を学習する。

1
後

16 1 〇 〇 〇

〇 保存修復
歯科疾患の中で硬組織疾患の抑制・修復の
部分を学ぶ。

2
前

20 1 〇 〇 〇

〇 歯内療法
歯の硬組織疾患から継続して起こる歯髄お
よび根尖性歯周疾患を対象として、その変
化と治療法並びに予防法について学ぶ。

2
前

24 1 〇 〇 〇



〇 歯周療法

歯科衛生士業務の中で高い頻度をしめる口
腔衛生指導、スケーリング、ルートプレー
ニング等を歯周療法を学ぶことによって理
解を深める。

1
後

32 2 〇 〇 〇

〇 歯科補綴学
補綴物の修復とその特徴、そして歯科補綴
治療全体の流れと技工操作との関連を十分
理解する。

2
前

32 2 〇 〇 〇

〇 歯科矯正学
歯科矯正学の歯科における特殊性を把握す
るとともに、実際の臨床における治療の流
れや使用する器具器材の理解を深める。

2
前

30 2 〇 〇 〇

〇 口腔外科
基本となる滅菌・消毒及び感染予防の知識
をふまえ、口腔外科診療の介助について学
ぶ。

2
前

20 1 〇 〇 〇

〇 小児歯科学
小児独特の対応法や治療法,予防処置などを
理解し、小児を取り巻く保護者,家庭,社会
との関わりなど幅広い知識を学ぶ。

2
前

40 2 〇 〇 〇

〇 障害者歯科
障がいについて知識を習得し、その対応法
や取り巻く保護者,家庭,社会との関わりな
どを学ぶ。

2
前

16 1 〇 〇 〇

〇
高齢者歯科
学（摂食・嚥
下含)

高齢者歯科の特徴，口腔ケア，摂食・嚥下
リハビリテーションなどについて，実技も
交え解説を行う．

2
前

20 1
△
8

〇
12

〇 〇

〇
齲蝕予防処
置Ⅰ

齲蝕は細菌感染症であり、そのプロセスを
理解しリスクの診査を行い必要な予防法の
基礎を学習する。

1
通

40 1 〇 〇 〇

〇
齲蝕予防処
置Ⅱ

臨床実習に向けて、齲蝕予防に関する知識
と技術の確認を行い、患者対応能力も身に
つける。

2
前

40 1 〇 〇 〇

〇
齲蝕予防処
置Ⅲ

患者の様々な変化に応じた状況判断のもと
に、齲蝕予防の観点から継続的な指導がで
きるように能力・資質を習得する。

3
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯周疾患予
防Ⅰ

歯周組織やその原因であるプラークや修飾
因子である歯石などを理解し、その除去法
を習得する。

1
通

## 3 〇 〇 〇

〇
歯周疾患予
防Ⅱ

歯周病に罹患した歯肉を対象にその治療法
を理解したうえで、進行抑制に寄与できる
能力を身につける。

2
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯周疾患予
防Ⅲ

回復しても完治が難しい歯周組織について
メインテナンスを行い、管理していく事に
対して必要な知識と技術を身につける。

3
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯科保健指
導基礎

歯ブラシや補助清掃用具、歯磨剤等につい
ての基礎的知識を学習し口腔清掃の意義を
見出す。

1
前

30 1
〇
15

△
15

〇 〇

〇
歯科保健指
導法Ⅰ

人々の健康を保持増進するためには対象者
のライフステージに適した保健指導をする
ことが大切であり、そのための知識と技術
を習得する。

1
後

40 1 〇 〇 〇



〇
歯科保健指
導法Ⅱ

実際の個人指導・集団指導を想定し演習を
行い、振り返りにより後期の臨床実習に繋
げる。

2
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯科保健指
導法Ⅲ

「歯科衛生過程」の基礎を理解し、実践事
例に対応できる実践力と継続的な指導の習
得を目的とする。

3
通

40 1 〇 〇 〇

〇 栄養学
歯科診療補助の一環として食生活の改善を
必要とする対象者に対し、わかりやすく指
導ができるように指導方法を学ぶ。

2
後

40 2 〇 〇 〇

〇 衛生教育
各現場における口腔保健教育活動実習とし
てそれぞれの場に適した内容で立案し、実
際に衛生教育を行う。

2
通

40 1 〇 〇 〇

〇
歯科診療補
助実習Ⅰ

歯科診療補助業務を理解し、歯科材料、器
械について知識・技術の基礎を習得し、患
者の立場にたった行動をとることができる
能力を身につける。

1
通

## 3 〇 〇 〇

〇
歯科診療補
助実習Ⅱ

歯科材料、器械について知識、技術の基礎
を習得した上で、実践で応用できるよう、
チーム医療の一員としての行動をとること
ができる能力を身につける。

2
前

40 1 〇 〇 〇

〇 歯科材料
歯科材料の基礎的知識を習得することによ
り、安全で適切な取り扱いが出来るように
する。

1
前

20 1 〇 〇 〇

〇
歯科放射線
学

放射線の基礎的知識から、撮影補助業務、
患者ならびに医療従事者の放射線防護の実
際について、臨床に則した幅広い知識を習
得することを目的に行う。

2
前

16 1 〇 〇 〇

〇 臨床検査
臨床検査の基礎知識の習得と、臨床検査セ
ンターへの検査依頼方法や検査上の注意事
項などについても学ぶ。

3
前

24 1
〇
16

△
8

〇 〇

〇
歯科麻酔
（救急蘇生
含）

麻酔の基本的知識は不可欠なものであり、
それに関わるバイタルサイン・救急蘇生の
知識も同時に学ぶ。

2
後

20 1
△
8

〇
12

〇 〇

〇 介護実習
専門職として正しい介護技術を身につける
ことを身体と頭を使って学内演習します。

2
前

24 1
△
8

〇
16

〇 〇

〇
臨地・臨床
実習Ⅰ

歯科医院・病院歯科等の臨床の現場で歯科
衛生士の役割・業務を確認し、チーム医療
の必要性を学ぶ。

2
後

## 10 〇 〇 〇 〇

〇
臨地・臨床
実習Ⅱ

歯科医療現場では指導教員の指導の下に歯
科衛生士業務を経験し、高齢者福祉施設や
幼稚園等ではライフステージを考慮した保
健活動ができるようにする。

3
通

## 10 〇 〇 〇 〇

〇 医学概論

全人的なケアを実現するために全身の構造
や機能、主要な疾病など基礎的な医学的知
識について理解するとともに倫理的思考が
できるようにする。

2
前

30 2 〇 〇 〇

〇
東洋医学概
論

東洋医学について理解し、それに基づいた
考えを口腔・歯科領域に応用することが出
来る。

3
後

16 1 〇 〇 〇



〇 情報処理
「パソコン検定3級」を中心に、社内職務を
遂行する上で必要な幅広い基本的な知識と
スキルを身につける。

1
前

32 1 〇 〇 〇

〇 総合演習
歯科衛生士として必要な基礎から歯科衛生
プロセスまでトータルで学習し、国家試験
に対応する知識を身につける。

3
通

60 2
〇
30

△
30

〇 〇

〇 卒業研究

個々の患者に応じた科学的根拠に基づいた
医療を選択するため、研究の手法を学び、
データ収集と分析を通して、論理的思考を
身に付ける。

3
通

60 2 〇 〇 〇

　60　科目

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

卒業要件：
卒業認定は全ての授業科目及び実習の単位を修得した学生について、各学科の学
科教務会議、学校運営会議を経て、学校長が決定する。卒業認定には、出席すべ
き日数の3分の2以上の出席日数を必要とする。

履修方法：
教育課程に定める授業科目履修の認定は試験、学習状況及び学習報告、出席状況
等の評価によって行う。ただし実習については実習評価によって認定する。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

（留意事項）

合計 2,790単位時間(     103 単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合


